
  平成 27年 11月号 №505 

のうぎょうだよりは八戸市農業

委員会のほか、市内農協各支店
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のうぎょうだより 

平成27年度農家座談会日程 

月日(曜日) 
開始 
時刻 

対象地区 会  場 

12月11日 

(金) 

10:30 
南  郷 

島守地区 
島守コミュニティセンター（会議室） 

14:00 
南  郷 

中沢地区 
南郷事務所２階（大会議室） 

12月14日 

(月) 

10:30 館 地 区 舘ＬＰガスセンター（会議室） 

14:00 豊崎地区 瑞豊館（生活研修室） 

12月15日 

(火) 

10:30 市川地区 市川公民館（ホール） 

14:00 下長地区 下長市民センター（集会室） 

12月16日 

(水) 

10:30 是川地区 是 川 公 民 館 （ 和 室 ） 

14:00 大館地区 大 館 公 民 館 （ 和 室 ） 

12月17日 

(木) 

10:30 南浜地区 南 浜 公 民 館 （ 和 室 ） 

14:00 白銀・鮫地区 白 銀 公 民 館 （ 和 室 ） 

12月18日 

(金) 

10:30 上長地区 上 長 公 民 館 （ 和 室 ） 

14:00 
表記以外の 

地  区 
八戸市庁 別館２階（会議室Ｃ） 

いずれの会場も駐車場に限りがありますので、ご了承ください。 

 

   

農
業
委
員
会
で
は
、
左
表
の
日
程
で
農
家

座
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

座
談
会
は
、
農
家
の
皆
さ
ん
が
日
頃
疑
問

に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
相
談
事
に
つ
い
て
、

各
地
区
の
農
業
委
員
や
担
当
職
員
と
話
を
す

る
場
で
す
。
誰
に
相
談
し
て
よ
い
か
分
か
ら 

 

   

な
い
こ
と
、
自
分
一
人
で
解
決
す
る
の
が
難

し
い
悩
み
を
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
皆
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43
―
２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３ 

 

 
      

本
年
９
月
に
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法

律
が
一
部
改
正
さ
れ
、
農
業
委
員
の
選
出
方

法
が
「
選
挙
に
よ
る
公
選
制
」
か
ら
「
市
町

村
長
に
よ
る
任
命
制
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
農
家
の
皆
様
に
は
毎
年
、
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
作
成
の
た
め
、

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
を
提
出
し
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら
申
請

書
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。 

ま
た
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

・
農
業
委
員
の
選
出
方
法
を
公
選
制
か
ら
市

町
村
長
の
任
命
に
変
更
し
、
過
半
は
認
定
農

業
者
と
す
る
。 

・
現
地
調
査
等
の
実
務
を
行
う
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
を
新
設
し
、
農
業
委
員
会
が

委
嘱
す
る
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43
―
２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３ 

農
業
委
員
会
委
員 

選
挙
が
な
く
な
り
ま
す 

農
業
委
員
会
か
ら
の
大
切
な
お
知
ら
せ 

農業者年金は、加入者自ら
が支払った保険料が将来の
自らの年金給付に使われる
積立方式の年金です。①60
歳未満、②国民年金第１号
被保険者、③年間60日以上
農業に従事している方は誰
でも加入できます。 
詳しくは、最寄りのＪＡか
農業委員会または農業者年
金基金へ 
問 農業者年金基金 
☎０３-３５０２-３９４２ 



                               

                               

 
   

八
戸
地
域
担
い
手
育
成
総
合
支
援
協

議
会
（
事
務
局
：
八
戸
市
農
業
経
営
振

興
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
農
山
漁
村
地
域

の
後
継
者
不
足
や
高
齢
化
等
の
課
題
に

対
応
す
べ
く
、
次
の
日
程
で
集
落
営
農

に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
こ
と

と
い
た
し
ま
し
た
。
皆
様
お
誘
い
合
わ

せ
の
上
、
奮
っ
て
御
参
加
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
経
営
振
興
セ
ン
タ
ー 

☎
27
‐
９
１
６
３
FAX

27
‐
９
１
６
６ 

       

講師：農山村地域経済研究所 所長 楠本雅弘氏 

日 時 
対 象 
地 区 

場 所 内 容 

11 月 24 日(火）  
18:00～19:00 

南 郷 
地 区 

南郷公民館 
視聴覚室 

進化する集落営農と 
法人化について 

11 月 25 日(水）  
13:30～15:00 

市 内 
全地区 

八戸市農業 
経営振興 
センター 

多目的研修室 

集落が元気になる 
営農方式について 

11 月 25 日(水）  
18:00～19:00 

大 館 
地 区 

松館集会所 
集落営農の大きな可能性と 

法人化について 

(２) 
はちのへのうぎょうだより 

11 月 号  No.505 

 

八
戸
伝
統
野
菜 

八
戸
食
用
菊 

 

県
南
地
域
で
は
ご
く
一
般
的
に

食
べ
ら
れ
て
い
る
菊
の
花
で
す

が
、
全
国
的
に
見
る
と
山
形
や
愛

知
な
ど
一
部
の
地
域
で
の
み
生
産

さ
れ
て
い
ま
す
。
独
特
の
シ
ャ
ク

シ
ャ
ク
と
し
た
歯
ざ
わ
り
と
、
豊

か
な
菊
の
香
り
が
秋
を
感
じ
さ
せ

る
、
地
域
独
特
の
食
文
化
で
す
。 

菊
の
旬
は
、
早
生
の
「
十
五

夜
」
は
９
月
か
ら
、
薫
り
高
い

「
阿
房
宮
」
は

月
ま
で
、
ま
た

「
菊
の
り
」
と
よ
ば
れ
る
平
た
く

伸
ば
し
た
乾
燥
菊
は
年
間
を
通
し

て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

食
用
菊
も
来
歴
が
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
も
と
も
と
菊
の
産
地
で
あ

っ
た
八
戸
で
、
明
治

年
頃
、
時

化
に
よ
る
不
漁
で
酒
の
肴
が
な
く

な
っ
た
た
め
に
、
菊
の
花
び
ら
を

三
杯
酢
で
つ
ま
み
に
し
た
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
当
時
の
市

井
が
垣
間
見
え
ま
す
。 

八
戸
で
は
お
ひ
た
し
や
、
お
味

噌
汁
に
入
れ
て
楽
し
み
ま
す
が
、 

最
近
は
「
お
し
ゃ
れ

な
食
べ
ら
れ
る
花
」

と
し
て
、
若
い
女
性

の
注
目
も
集
め
て
い

る
よ
う
で
す
。 

下長／上長／豊崎／南浜・美保野／中居林、板橋、糠塚、売市、根城、田面木、笹子等旧市内の各地区で

耕作されている農業経営者の皆様を対象とする 

 
 

 

国では、地域農業の振興を図るため、新規青年就農者への給付金の給付や、金融機関か

らの融資を活用して農業用機械や施設等の整備を行う場合に、融資残の自己負担部分につ

いての助成を行う事業を実施しております。 

当市では、これらの国の事業を行うため、また、これからの地域農業のあり方を検討す

るための「経営再開マスタープラン」を、下長、上長、豊崎、南浜・美保野、旧市内の各

地区において更新するため、準備を進めているところです。 

つきましては、「経営再開マスタープラン」に関する皆様のご意見を賜りたく、次のと

おり座談会を開催いたします。 

皆様お誘いあわせの上、お集まりくださいますようお願いいたします。 

問農業経営振興センター ☎２７－９１６３ FAX２７－９１６６ 
 

地 区 日 時 場 所 

下長地区 11 月 18 日（水）13：30～ 八戸市農業経営振興センター 

上長地区 11 月 20 日（金）13：30～ 八戸市農業経営振興センター 

豊崎地区 11 月 26 日（木）13：30～ 瑞 豊 館 

南浜・美保野地区 11 月 30 日（月）13：30～ 八戸市農業経営振興センター 

旧市内地区 11 月 30 日（月）15：00～ 八戸市農業経営振興センター 

※他の地区につきましても２月以降に開催することとしています。 

 



                               

                  

  

(３) 
はちのへのうぎょうだより  

11 月 号  No.505 

農業、畜産業等を営む方が作業用トラクター等に軽油を使用する場合には、軽油引取税の免税対象
となります。ついては、平成２８年度用農業用免税軽油の申請受付を次のとおり行います。  
１．申請受付期間…平成２８年１月１５日（金）まで  
１．この期間以降に受け付けたものについては、平成２８年３月中旬以降の交付となります。  
２．申請受付場所…三八地域県民局 県税部窓口  
３．提出申請書類等…下表の申請区分に従って必要な書類等（○の表示）を準備して申請してください。  
４．注意事項…「免税軽油の引取り等に係る報告書」及び「免税軽油納品書」の提出がない場合は、

本年度以降の免税証が交付されません。  

 
 

問三八地域県民局県税部課税第一課 ☎２７－５１１１（内線２１０） 

申請者が事前に準備してください。 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

耕
作
証
明
書(

農
業
委
員
会
発
行)

 

免
税
軽
油
使
用
者
証(

前
年
以
前
交
付
の
も
の)

 

機
械
販
売
証
明
書
等(

納
品
書
可)

 

軽
油
使
用
計
画
書 

前
年
度
軽
油
使
用
明
細
書 

軽
油
納
品
書(

前
年
度
使
用
分)

 

組
合
員
名
簿(

全
員
の
押
印
必
要
・
写
し
不
可)

 

組
合
定
款
・
規
約
及
び
総
会
の
議
事
録
謄
本 

切
手
３
９
０
円 

(

返
信
用
封
筒
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

印
鑑 

封
筒(

長
形
３
号
・
１
２
０×

２
３
５
ｍ
／
ｍ)

 

県
収
入
証
紙
４
０
０
円 

(

県
税
関
係
証
明
等
原
簿
に
貼
付
す
る
こ
と)

 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○      ○ ○ ○ ○ 

○ ○       ○ ○ ○  

○ ○       ○ ○ ○ ○ 

○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 注１ 新規…新たに申請する方。  

提 

出 

書 

類 

等 

三八県税部にあります。 

1 2 3 4 5 6 7 

免
税
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
所
要
数
量
計
算
書(

農
業
用)

 

県
税
関
係
証
明
等
原
簿 

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
使
用
者
証
共
同
交
付
申
請
書 

免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出

の
期
限
の
特
例
指
定
申
請
書 

誓
約
書(

注
２)

 

申
請
区
分 

個
人 

新規 ○ ○ ○ ○  交
付
申
請
数
量
が
使
用
期
間
一
月
当
た
り

一
㎘
以
下
の
方 

○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○ ○  ○ 

共
同
申
請 

新規 ○ ○ ○  ○ ○ 

継続 ○ ○     

更新 ○ ○ ○  ○ ○ 

防
除
組
合
等 

新規 ○  ○ ○  ○ 

継続 ○      

更新 ○  ○ ○  ○ 

 

 

提 出 書 類 等 

申 請 区 分  

個人・共同  防除組合等  

新規  継続  更新  追加  書換  再交付  新規  継続  更新  追加  書換  再交付  

申

請

者

が

事

前

に

準

備

し

て

く

だ

さ

い  

1 農地台帳記載事項証明書（農業委員会発行）  ○  ○  ○  ※1   ○  ○  ○  ※1   

2 免税軽油使用者証(前年以前交付のもの)  ○  ○  ○  ○    ○  ○  ○  ○   

3 機械販売証明書等(納品書可) ○     ○  ※4 ○     ○  ※4 

4 
免税軽油の引取り等に係る報告書 
（免税軽油納品書添付（写し可））  

 ○  ○  ○     ○  ○  ○    

5 前年度軽油使用明細書         ○  ○     

6 軽油使用計画書     ※3   ○  ○  ○  ※3   

7 組合員名簿(全員の押印必要・写し不可)       ○  ○  ○    ○  

8 組合定款・規約及び総会の議事録謄本        ○      ○  

9 切手４５０円(返信用封筒に貼付すること) 
郵送での交付を希望する方  

10 封筒(長形３号・１２０×２３５ｍ／ｍ) 

11 印章(ハンコ) ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

12 県収入証紙４００円  ○   ○   ○  ○  ○   ○   ○  ○  

13 遺失物証明書（警察署から発行された場合）     ※2  ○     ※2  ○  

三

八

県

税

部

に

あ

り

ま

す  

14 
免税軽油使用者証交付申請書（共同申請の場

合→免税軽油使用者証共同交付申請書）  
○   ○    ○  ○   ○    ○  

15 免税証交付申請書  ○  ○  ○  ○    ○  ○  ○  ○    

16 免税軽油所用数量計算書(農業用) ○  ○  ○  ※1      ※1   

17 
誓約書（共同申請の場合→使用者全員の
署名・押印が必要）  

○   ○    ○  ○   ○    ○  

18 
免税軽油の引取り等に係る報告書の提
出の期限の特例指定申請書  

申請数量が  

1 月当たり  

1kl 以下の方  

   

申請数量が  

1 月当たり  

1kl 以下の方  

   

19 免税軽油使用者証書換申請書      ○       ○   

20 免税軽油使用者証亡失届       ○       ○  

21 軽油引取税免税証亡失届     ※2      ※2   

22 県税関係証明等原簿  ○   ○   ○  ○  ○   ○   ○  ○  

 ※1…耕作地の増加による追加申請の際に必要  

※2…免税証亡失による追加申請の際に必要  

※3…上記以外の事由（作業内容の変更、天候不順等）

による追加申請の際に必要  

（※1～3 の場合、報告書の全ての項目が記載され

ていなければ、追加交付は受けられません。）  

※4…三八県税部に前回の使用証交付申請書が保管

されている場合（使用者証交付日が過去５年以内

の場合）は不要  

 

申請区分について  

新規…免税軽油使用者証を新たに申請する方  

継続…免税軽油使用者証の有効期限が平成 29 年 2 月 28 日以後の方 

更新…免税軽油使用者証の有効期限が平成 29 年 2 月 27 日以前の方 

追加…免税証交付後に追加で申請する方  

（県税部での受付となります）  

書換…使用者証に記載されている機械を追加又は削除する方 

再交付…使用者証を紛失し、再交付を申請する方  

 



11 月 号  No.505  はちのへのうぎょうだより （４） 

 

  

 

 

 

地目等 面積（㎡） 希望価格

3-7 415 応相談

3-9 576 賃借：応相談

10-1 1,137

10-2 991

557

※ 561

794

　※希望により地番表示なし

田
（農用地）

応相談

①

応相談

田
（農用地）

② 尻内町
新往名添

③ 市川町
上中平沖

田
（農用地）

所在地

河原木
前谷地

 

 

 
               

 

 
 
 
 
 
 

 

   

            

   
 

当
委
員
会
で
設
定
し
て
い
る
農
地
法

第
３
、
４
、
５
条
の
許
可
申
請
・
届
出

の
受
付
期
間
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

申
請
内
容
や
申
請
書
類
に
つ
い
て
、
事

前
に
農
業
委
員
会
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
農
業
委
員
会 

☎
43
‐
２
１
１
１
（
内
線
４
０
１
４
） 

    

今
年
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
で
は
生
理
学
・

医
学
賞
、
物
理
学
賞
の
日
本
人
W
受
賞

で
沸
き
ま
し
た
が
、
文
学
賞
で
は
ハ
ル

キ
ス
ト
（
村
上
春
樹
さ
ん
の
作
品
の
フ

ァ
ン
）
が
再
び
涙
を
の
ん
だ
よ
う
で
す

ね
。
毎
年
予
想
の
上
位
に
上
り
ま
す
が
、

な
か
な
か
受
賞
に
は
至
り
ま
せ
ん
。 

 

私
個
人
は
村
上
さ
ん
の
作
品
の
、
現

実
と
虚
構
が
入
り
混
じ
り
な
が
ら
も

淡
々
と
、
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
進
行
す

る
ス
ト
ー
リ
ー
に
魅
力
を
感
じ
ま
す
が
、

最
終
的
な
結
末
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ

と
も
多
く
、
ミ
ス
テ
リ
ー
好
き
の
母
が

言
う
に
は
、
す
っ
き
り
し
な
く
て
苦
手

な
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
秋
は
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル

ド
カ
ッ
プ
で
の
日
本
代
表
の
活
躍
も
話

題
に
な
り
ま
し
た
。
２
０
１
９
年
に
は

日
本
で
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
、

東
北
で
は
唯
一
、
釜
石
市
で
試
合
を
観

戦
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
回
は
肉

弾
戦
の
迫
力
を
楽
し
み
ま
し
た
が
、
４

年
後
ま
で
に
は
ル
ー
ル
を
し
っ
か
り
覚

え
て
、
日
本
代
表
の
活
躍
を
応
援
し
た

い
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
ま
で
に
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
も

受
賞
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

の
う
ぎ
ょ
う
だ
よ
り
担
当 

高
橋 

申請月 
許可申請    

届 出 
 ３条 ４,５条 

11月 
受付 11／11～20 締切 11／５ 11／20 

交付 12／16 ※12／25 交付 11／13 11／30 

12月 
受付 12／11～18 締切 12／７ 12／2１ 

交付 １／18 ※１／22 交付 12／15 12／25 

１月 
受付 １／12～20 締切 １／５ １／20 

交付 ２／17 ※２／24 交付 １／15 １／29 

編
集
発
行 

平
成
27
年
11
月
号 

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
１
番
１
号 

八
戸
市
農
業
委
員
会
（
℡
43
―
２
１
１
１ 

内
線
４
０
１
３
） 

印
刷
部
数
４
，
３
２
０
部 

印
刷
経
費
１
部
あ
た
り
4.62
円 

新規の農地情報をお知らせします。 

農地の詳細な所在について確認したい方、興味

をお持ちの方は、農業委員会までお越しくださ

い。新規以外の情報は折込チラシにございます。 
 

 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

農地転用・農地改良につきましては、農業委員

会や農業委員にご相談ください。 

問農業委員会 

☎４３－２１１１（内線４０１４） 

 

編
集
後
記 

農
地
法
関
係
の 

申
請
受
付
日
等
に
つ
い
て ※他法令との調整により、変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

農業委員会では、随時、市内の農地の利

用状況調査及び荒廃農地調査を行ってい

ます。調査では農地の現況等を確認してい

ますが、調査にあたり広く情報を集めるた

め、次の項目に該当する事例等がある場合

は、１月末までに農業委員会まで連絡願い

ます。 
 

・耕作できない状況となったため、他の人へ農地

を貸したい、売りたい。 

・最近、近くに荒廃化が進んできた農地がある。 

・最近、近くに違反転用と思われる農地がある。 

 

問農業委員会 

☎４３－２１１１ 

（内線４０１４、４０１５） 

農地の利用状況調査と 
荒廃農地調査に 
ご協力下さい！ 


